
清流の国ぎふ健康ポイント事業

●清流の国ぎふ 健康ポイント事業とは…

を募集！

イメージアップ

●ミナモ健康カードとは
県内各市町村が設定した健康づくりメニュー
（各種検診の受診、継続した運動の取り組み、
健康イベントの参加等）に取り組み、所定の
ポイントを貯めると交付されます。
※市町村により対象年齢が異なります。
※有効期限は発行日の翌年度末です。

岐阜県では、県民一人ひとりが「生涯現役」として、いつまでも元気に
活躍できるよう、自主的かつ積極的な健康づくりを応援しています。
社会全体で個人の健康を支え、守るため、健康づくりに取り組んだ方
に、様々なサービス（特典）を提供していただける「企業・店舗・施設」を
随時、受け付けています。
ぜひ、趣旨にご賛同いただき、協力店への登録をお願いします。
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清流の国ぎふ健康ポイント事業

有効期限　　　　　　年 　　　月 　　　日

ステッカーの配布 「ミナモ健康カード」が使えるお店の目印と
なるステッカー、ポスター等を提供します。

県のホームページなどで、利用者に健康づく
りを支援しているお店としてPRします。

地域住民の健康、自社従業員の健康を
サポートする店舗であることをPRします。

ホームページ掲載

「ミナモ健康カード」で

企業・店舗企業・店舗

小売店

飲食店

その他

毎週火曜３％OFF

ドリンク1杯サービス

入会金無料、粗品進呈

「ミナモ健康カード」の
＼ サービス例 ／

お申し込み・お問い合わせ先

県民の健康づくりを  支援 いただける

清流の国ぎふ健康ポイント事業 協力店受付窓口
058-264-7040　　058-377-1006　　kenkou@gifu-np.co.jp

岐阜新聞社広告局（運営委託先）
〒500-8577 岐阜市今小町10　
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岐阜県健康福祉部保健医療課ぎふ健康推進室ツイッター

@kenko_gifu
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